
設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

 企業立地推進課  企業立地推進課
 地域経済牽引事業の促進による
地域の成長発展の基盤強化に関
する法律

 第13条
第4項

 事業計画の承認  設定済み

 「地域経済牽引事業計
画のガイドライン」（経済
産業省地域経済産業グ
ループ地域未来投資促
進室）
「大分県基本計画　概
要」

 ホームページ

 
https://www.pref.oita.jp
/soshiki/14050/sokushi
nnhou-oita.html

  未設定   その他

・審査基準は基本的に国のガイドラ
インを活用しており、制定当時パブ
リックコメントは未実施。
・処理の根拠となる法令・ガイドライ
ンに期間の設定なし。

 企業立地推進課  企業立地推進課
 地域経済牽引事業の促進による
地域の成長発展の基盤強化に関
する法律

 第14条
第1項

 事業計画変更の
承認

 設定済み

 地域経済牽引事業計画
のガイドライン」（経済産
業省地域経済産業グ
ループ地域未来投資促
進室）

 ホームページ

 
https://www.pref.oita.jp
/soshiki/14050/sokushi
nnhou-oita.html

  未設定   その他

・審査基準は基本的に国のガイドラ
インを活用しており、制定当時パブ
リックコメントは未実施。
・処理の根拠となる法令・ガイドライ
ンに期間の設定なし。

 企業立地推進課  企業立地推進課  地域再生法
 第17条
の2第3
項

 事業計画の承認  設定済み

 地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画の
運用に関するガイドライ
ン
（内閣府地方創生推進
局）

 ホームページ

 
https://www.pref.oita.jp
/soshiki/14050/honsyak
inou.html

  設定済み  １月  

・標準処理期間については、地域再
生法施行規則第28条第2項に記載
あり。

 企業立地推進課  企業立地推進課  地域再生法
 第17条
の2第4
項

 事業計画変更の
承認

 設定済み

 地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画の
運用に関するガイドライ
ン
（内閣府地方創生推進
局）

 ホームページ

 
https://www.pref.oita.jp
/soshiki/14050/honsyak
inou.html

  設定済み  １月  

・標準処理期間については、地域再
生法施行規則第34条第3項、第28
条第2項に記載あり。

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（法令）

備考担当課
標準処理期間審査基準

許認可等の事項根拠条項法令名処分庁



設定状況 審査基準の名称 審査基準の公表状況 URL 未設定の場合の理由 設定状況 合計期間 未設定の場合の理由

 企業立地推進課  振興局  大分県産業振興条例
 第２条
第２項

 「適用工場等」の
指定

 設定済み
 適用工場等の指定につ
いて

 申請窓口等に備置き    設定済み  30日  

※標準処理期間は、現地調査後か
ら数えて30日以内

 企業立地推進課  振興局  大分県産業振興条例  第７条
 「適用工場等」の
指定の承継の承
認

 未設定     法令に基準あり
 1　設定済
み

  

申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間一覧（条例、規則）

備考担当課 処分庁 法令名 根拠条項 許認可等の事項
審査基準 標準処理期間


